
春日部市手数料条例の一部を改正する条例 

 

春日部市手数料条例（平成１７年条例第８０号）の一部を次のように改正する。 

(1) 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分をそれに対応す

る改正後の欄の下線が引かれた字句又は太線で囲まれた部分に改める。 

改正後 改正前 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

法令に基づく事務に係る手数料 法令に基づく事務に係る手数料 

手数料を徴収

する事務 

手数料の

名称 
手数料の額 

  手数料を徴収

する事務 

手数料の

名称 
手数料の額 

 

建築基準法第

６条第１項

（同法第87条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定による

建築物に関す

る確認の申請

又は同法第18

条第２項（同

法第87条第１

項において準

用する場合を

含む。）の規

定による建築

物に関する計

画の通知に対

する審査（次

項に規定する

審査を除く。）

建築物に

関する確

認申請又

は計画通

知手数料 

２  

(５)  

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

322,000

円 

３ 長期優良住

宅の普及の促

進に関する法

律（平成20年

法律第87号）

第６条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の認定の申請

に対する審査

を含む構造計

算適合性判定

を要する場合

１の(１)か

ら(９)までの

額に、構造計

算適合性判定

を要する一の

建築物（建築

基準法施行令

第81条第４項

  建築基準法第

６条第１項

（同法第87条

第１項におい

て準用する場

合を含む。）

の規定による

建築物に関す

る確認の申請

又は同法第18

条第２項（同

法第87条第１

項において準

用する場合を

含む。）の規

定による建築

物に関する計

画の通知に対

する審査（次

項に規定する

審査を除く。）

建築物に

関する確

認申請又

は計画通

知手数料 

２  

(５)  

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

322,000

円 

 

   



の規定によ

り、別の建築

物とみなされ

る建築物にあ

っては、当該

別の建築物と

みなされる建

築物）ごとに

次の(１)から

(５)までの額

を加算した金

額 

(１) 構造計

算適合性判

定に係る部

分の床面積

の合計（市

長が別に定

める算定方

法によって

算定したも

のをいう。

以下この項

において

「判定対象

床面積」と

いう。）が

1,000㎡以

下 

ア イ以外

のもの 

166,800

円 

イ 構造計

算が建築

基準法第

20条第２

号イ又は

第３号イ

に規定す

る国土交

通大臣の

認定を受

けたプロ

グラム



（以下こ

の項にお

いて「大

臣認定プ

ログラ

ム」とい

う。）に

より行わ

れるもの

115,350

円 

(２) 判定対

象床面積が

1,000㎡を

超え2,000

㎡以下 

ア イ以外

のもの 

222,450

円 

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

143,700

円 

(３) 判定対

象床面積が

2,000㎡を

超え10,000

㎡以下 

ア イ以外

のもの 

255,000

円 

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

157,350

円 



(４) 判定対

象床面積が

10,000㎡を

超え50,000

㎡以下 

ア イ以外

のもの 

336,900

円 

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

199,350

円 

(５) 判定対

象床面積が

50,000㎡を

超える 

ア イ以外

のもの 

619,350

円 

イ 構造計

算が大臣

認定プロ

グラムに

より行わ

れるもの

337,950

円 

 (略)  (略)  (略)    (略)  (略)  (略)  

建築基準法第

86条の８第３

項の規定によ

る全体計画の

変更の認定の

申請に対する

審査 

全体計画

の変更の

認定申請

手数料 

 

 

 

１件につき 

27,000円 

 

 

 

 

 

  建築基準法第

86条の８第３

項の規定によ

る全体計画の

変更の認定の

申請に対する

審査 

全体計画

の変更の

認定申請

手数料 

１件につき 

27,000円 

 

 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

長期優良

住宅建築

等計画認

１件につき、次

の１及び２に掲

げる区分に応じ



第６条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の認定の申請

に対する審査 

定申請手

数料 

て、当該申請に

係る住宅が属す

る一の建築物の

床面積の合計に

応じ、次に掲げ

る額（当該住宅

が一戸建ての住

宅（住宅の用途

以外の用途に供

する部分を有し

ないものに限

る。次項におい

て同じ。）の場

合においては、

１の（１）又は

２の（１）に掲

げる額） （当該

申請に併せて長

期優良住宅の普

及の促進に関す

る法律第６条第

２項の規定に基

づく申出があっ

た場合において

は、一の建築物

について建築基

準法第６条第１

項（同法第87条

第１項において

準用する場合を

含む。）の規定

による建築物に

関する確認の申

請又は同法第18

条第２項（同法

第87条第１項に

おいて準用する

場合を含む。）

の規定による建

築物に関する計

画の通知に対す

る審査（次項に

規定する審査を

除く。）の項１

に掲げる額（当



該申出に係る計

画に建築基準法

第18条第４項に

規定する構造計

算適合性判定

（次項において

「構造計算適合

性判定」とい

う。）を要する

部分が含まれる

場合においては

一の建築物につ

いて同項３に掲

げる額の手数料

を加えた額、同

法第87条の２に

規定する昇降機

（以下この項及

び次項において

「昇降機」とい

う。）に係る部

分が含まれる場

合においては当

該昇降機１基に

ついて建築基準

法第87条の２に

おいて準用する

同法第６条第１

項の規定による

建築設備に関す

る確認の申請又

は同法第87条の

２において準用

する同法第18条

第２項の規定に

よる建築設備に

関する計画の通

知に対する審査

の項に掲げる額

の手数料を加え

た額）の手数料

を加えた額）を

当該建築物にお

ける認定申請戸

数で除して得た



額（当該額に100

円未満の端数が

あるときは、こ

れを切り捨て

る。） 

１ 当該申請に

併せて登録住

宅性能評価機

関による審査

を受けた長期

優良住宅の普

及の促進に関

する法律第６

条第１項各号

に掲げる基準

に適合してい

ることを示す

書類が提出さ

れた場合 

(１) 一戸建

ての住宅 

6,000円 

(２) 床面積

の合計（以

下この項及

び次項にお

いて「床面

積」とい

う。）が500

㎡以下のと

き 

13,000円 

(３) 床面積

が500㎡を

超え1,000

㎡以下のと

き  

 24,000円 

(４) 床面積

が1,000㎡

を超え

2,500㎡以

下のとき 

35,000円 

(５) 床面積



が2,500㎡

を超え

5,000㎡以

下のとき 

65,000円 

(６) 床面積

が5,000㎡

を超え

10,000㎡以

下のとき  

112,000円

(７) 床面積

が 10,000

㎡を超え

20,000㎡以

下のとき 

185,000円

(８) 床面積

が20,000㎡

を超え

30,000㎡以

下のとき 

228,000円

(９) 床面積

が30,000㎡

を超えると

き  

243,000円

２ １以外の場

 合 

(１) 一戸建

ての住宅 

57,000円 

(２) 床面積

が500㎡以

下のとき 

127,000円

(３) 床面積

が500㎡を

超え1,000

㎡以下のと

き 

 200,000円

(４) 床面積

が1,000㎡



を超え

2,500㎡以

下のとき 

389,000円 

(５) 床面積

が2,500㎡

を超え

5,000㎡以

下のとき 

692,000円

(６) 床面積

が5,000㎡

を超え

10,000㎡以

下のとき 

1,185,000

円 

(７) 床面積

が10,000㎡

を超え

20,000㎡以

下のとき

2,187,000

円 

(８) 床面積

が20,000㎡

を超え

30,000㎡以

下のとき 

3,123,000

円 

(９) 床面積

が30,000㎡

を超えると

き 

3,824,000

円 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第８条第１項

の規定に基づ

く長期優良住

宅建築等計画

の変更の認定

長期優良

住宅建築

等計画変

更認定申

請手数料 

１件につき、当

該申請に係る住

宅が属する一の

建築物の当該計

画の変更に係る

部分の床面積

（床面積の増加

する部分にあっ

      



の申請に対す

る審査 

ては、当該増加

する部分の床面

積）に応じて前

項１の(１)から

(９)まで及び２

の(１)から(９)

までに掲げる額

に２分の１を乗

じて得た額（当

該住宅が一戸建

ての住宅の場合

においては、同

項１の(１)又は

２の(１)に掲げ

る額）（当該申

請に併せて長期

優良住宅の普及

の促進に関する

法律第８条第２

項において準用

する同法第６条

第２項の規定に

基づく申出があ

った場合におい

ては、一の建築

物について建築

基準法第６条第

１項（同法第87

条第１項におい

て準用する場合

を含む。）の規

定による建築物

に関する確認の

申請又は同法第

18条第２項（同

法第87条第１項

において準用す

る場合を含む。）

の規定による建

築物に関する計

画の通知に対す

る審査（次項に

規定する審査を

除く。）の項１

に掲げる額（当



該申出に係る計

画に構造計算適

合性判定を要す

る部分が含まれ

る場合において

は一の建築物に

ついて同項３に

掲げる額の手数

料を加えた額、

昇降機に係る部

分が含まれる場

合においては当

該昇降機１基に

ついて建築基準

法第87条の２に

おいて準用する

同法第６条第１

項の規定による

建築設備に関す

る確認の申請又

は同法第87条の

２において準用

する同法第18条

第２項の規定に

よる建築設備に

関する計画の通

知に対する審査

の項に掲げる額

の手数料を加え

た額）の手数料

を加えた額）を

当該建築物にお

ける変更認定申

請戸数で除して

得た額（当該額

に100円未満の

端数があるとき

は、これを切り

捨てる。） 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第９条第１項

の規定に基づ

認定を受

けた長期

優良住宅

建築等計

画に基づ

１件につき

2,200円 

      



く譲受人を決

定した場合に

おける長期優

良住宅建築等

計画の変更の

認定の申請に

対する審査 

く建築に

係る住宅

の譲受人

を決定し

た場合の

当該計画

の変更認

定申請手

数料 

長期優良住宅

の普及の促進

に関する法律

第10条の規定

に基づく長期

優良住宅建築

等計画の認定

を受けた地位

の承継の承認

の申請に対す

る審査 

長期優良

住宅建築

等計画の

認定を受

けた地位

の承継の

承認申請

手数料 

１件につき

2,200円 

   

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の春日部市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料か

ら適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

 

 


